
燕市まちづくり基本条例市民検討会議 

第7回 平成21年12月5日 吉田公民館 

次回会議のお知らせ 

□ 第８回まちづくり基本条例市民検討会議のお知らせ 

◆と き 平成22年１月９日（土）午前９時30分～正午 

◆ところ 吉田公民館 講堂（3階） 

◆テーマ ・検討項目②「燕市のまちづくりの主体とその役割と責務」の意見の整理について 

・(仮称)まちづくり基本条例の要素案（中間まとめ）について 

・ 次回会議では、検討項目②のまとめとして、今回各グループで議論していただいた 

内容を事務局で整理し、 「燕市のまちづくりの主体とその役割と責務」の事務局案に 

ついて意見交換を行います。 

・ また、これまで行ってきた検討の成果を委員の皆さんから確認していただきたいと 

いう趣旨から、中間整理として、皆さんから議論を行っていただいた以下の3つの 

テーマについて、ワークショップ成果から導き出される「(仮称)まちづくり基本条 

例の要素案（中間まとめ）」をお示しし、皆さんから意見交換を行っていただく予定 

です。 

【これまで行った検討テーマ】 

・ 「まちづくり基本条例に期待すること・こんな条例にしたい（したくない）こと」 

・検討項目①「市民参画と協働によるまちづくりに必要なこと」 

～市民と行政がキャッチボールできる方法を考えましょう～ 

・検討項目②「燕市のまちづくりの主体とその役割と責務」 

～まちづくりの主人公は誰？～ 

※次回会議で使用する資料につきましては、事前に送付させていただく予定です。会議の 

効率的な進行という視点はもちろん、それぞれの思いや考え方をあらためて整理してい 

ただく意味でも、内容を確認してきていただければ幸いです。 

□ 次回会議の宿題は、お休み（お正月休み）とさせていただきます。 

・ 次回会議は、検討項目の意見の整理が作業の中心となりますので、宿題につきましては、 

お休みとさせていただきたいと思います。皆さん、 （ゆっくりのんびりと）よい年末年始 

をお過ごしください。来年も、よろしくお願いいたします。 

〒9590295 燕市吉田日之出町1番1号 燕市役所吉田庁舎 

企画調整部企画政策課 協働のまちづくりグループ 

担当：鈴木・宮路・五十嵐 

電 話：0256922111（内線243） 

ＦＡＸ：0256922110 
Email：kikaku@city.tsubame.niigata.jp


